
横浜市港北ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの指定管理者について 
 

 指定管理者の選定に係る事務については、教育委員会事務局により行われました。 

１ 指定管理者 

  財団法人 横浜市スポーツ振興事業団 

 

２ 指定期間 

  平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日 

 

３ 募集期間 

  平成１７年６月２０日から平成１７年８月１８日 

 

４ 選定の経緯 

  平成１７年 ５月２７日 選定委員会（公募要綱及び選定基準の決定）の開催 

  平成１７年 ７月 ７日 公募説明会の開催 

  平成１７年 ７月１４日 現地説明会 

  平成１７年 ９月 ２日 選定委員会（第一次審査）の開催 

  平成１７年１０月１７日 選定委員会（第二次審査）の開催、交渉権者の選定 

平成１７年１２月２２日 平成１７年第４回横浜市会定例会において指定議案可決 

 

５ 選定委員会 

  委員長 青木 秀樹 港北区連合町内会会長 

  委 員 石井 一也 港北区青少年指導員連絡協議会会長 

      酒井 勲  港北区体育指導委員連絡協議会会長 

      福岡 實  商工会議所北部副支部長 

      和田 徑子 港北区中学校校長会代表 

 

６ 応募団体(応募順) 

シンコースポーツ・シミズオクトグループ 

ＢＳＣグループ 

コナミスポーツグループ 

○（財）横浜市スポーツ振興事業団 

（株）川商エポック 

 

７ 選定結果 

 

優先交渉権者 ２位交渉権者 
項目（配点） 

 （財）横浜市ｽﾎﾟｰﾂ 

振興事業団 

シンコースポーツ・ 

シミズオクトグループ 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰに関する考え方    ( 40) ３０．０  ２７．５ 

管理実績について       ( 20) １７．５ １５．０ 

実施体制について      ( 10)   ６．２５           ５．０ 

運営管理計画について    ( 40) ３０．０  ２８．７５ 

維持管理計画について       ( 20)  １３．７５    ８．７５ 

事業収支計画について    ( 10)  ７．５  ２．５ 

指定管理経費について       ( 60)   ７．６３  １８．４１ 

合計           (200) １１２．６３ １０５．９１ 

 


